
作成日　2023年4月２0日

２０２2年度

環境経営レポート

   報告期間　２０２2年1月～２０２2年１2月　　　

市村産業株式会社



　　　　　　　　（１）地域社会との融和を常に心がけます。

　　　　　　　　（２）当社に適用される法的要求事項及びその他の要求事項を順守します。

　　①地球温暖化防止のための二酸化炭素排出量削減

　　②循環型社会のための廃棄物排出量削減

　　③総排水量削減

                 足立区が推進しているビューティフル・ウィンドウズ運動に賛同し、弊社としても推進する。

 
　　　　　代表取締役　　市 村 　智

　　　　　　　　当社は、環境保全が経営の重要課題であることを踏まえ、一般および産業廃棄物

　　　
　　　　　　　　全社一丸となって下記の事項に重点的に取り組み地球環境改善に貢献します。

　　　　　　　　（３）環境経営目標を設定し、事業活動の変化の状況にあわせて見直します

　　　　　　　重点取り組み事項

     　    （５）社外から入手の希望があった場合、この方針及び環境経営レポートを提供します。

制定　平成２２年１月１５日

　　　　市 村 産 業 株 式 会 社 

　　　　　       （４）従業員及び当社への来場者へ教育または掲示によりこの方針を周知します。

改定　　令和５年４月１０日

　　　　　　　収集運搬の事業活動に伴い発生する環境影響を継続的に改善し、環境負荷の低減

　　　　　　　に努めます。

市村産業株式会社　　環境経営方針



２．事業所の概要

　１　事業所名及び代表者氏名

　　①　本社　（所在地）　〒123－0825　東京都足立区関原1－1－10

　　②　小山事業所　（所在地）　〒323-0014  栃木県小山市喜沢561-1

　（２）　代表者氏名　　

　　　　　代表取締役　市村智

　２　環境管理責任者氏名及び連絡先

　　　環境管理責任者　市村　智　　℡　03－3840－0381

　３　情報公開項目等

　（１） 設立年月日・資本金

　     資本金　　　　　　　　　　　1,000 万円

　（２） 事業内容

　（３） 事業の規模

　　　　　売上高 267 百万円

　　　　　従業員 10 名

　　　　　述べ床面積 108 ㎡

  （４） 認証・登録範囲       

　（５） 組織図

　　　　　

　　　　　対象従業員は、本社事務所10人

品川事業所　３５名

　　　　　対象範囲外の事業内容

・資源物再資源化処理業務

  （１）  事業所名　：   市村産業株式会社

 　 ③　大宮事業所　（所在地）　〒33１-08０２  埼玉県さいたま市北区本郷町１７２３

　　④　品川事業所　（所在地）　〒140-0003　東京都品川区八潮３－１－１

　　　・貨物自動車運送事業

大宮事業所　４名

　（様々なゴミの再資源化事業）

 　　　法人設立年月日 昭和３９年１月２２日

　　　・貨物運送取扱事業

対
象
範
囲
外

収集運搬業務
（田中亨）

運転手　４名

代表者
（市村社長）

(令和5年６月末)

　　　・一般及び産業廃棄物の収集運搬

対
象
範
囲

小山事業所　４名

循環センター

　　　　全組織・全活動（小山事業所、大宮事業所、品川事業所に勤務する弊社社員は各事業所の

車両センター

JR東日本東大宮センター JR東日本東京資源

　　　　　ＩＳＯ・ＥＡ２１の活動に従事している為、除く）事業所はJR東日本用地内

環境管理責任者
（市村社長）

JR東日本小山新幹線

事務処理業務
担当者（田中静代）

事務員　１名

収集運搬業務
担当者（田中篤）

運転手　４名



（６） 許可の内容

一般廃棄物収集運搬の許可 許可番号 許可年月日 許可の有効年月日 事業の区分 一般廃棄物の種類

　東京都台東区長 1号 令和4年4月1日 令和6年3月31日 収集･運搬 普通ゴミ

　　〃　江東区長 1号 令和4年4月1日 令和6年3月31日 〃 〃

　　〃　北区長 1号 令和4年4月1日 令和6年3月31日 〃 〃

　　〃　荒川区長 1号 令和4年4月1日 令和6年3月31日 〃 〃

　　〃　足立区長 1号 令和4年4月1日 令和6年3月31日 〃 〃

　　〃　葛飾区長 1号 令和4年4月1日 令和6年3月31日 〃 〃

　埼玉県越谷市長 26号 令和4年4月1日 令和6年3月31日 〃 ゴミ

　千葉県松戸市長 3号 令和4年4月1日 令和6年3月31日 〃 普通ゴミ

　栃木県小山市長 1-23号 令和4年4月1日 令和6年3月31日 〃 〃

　埼玉県さいたま市長 337号 令和4年10月1日 令和6年9月30日 〃 〃

産業廃棄物収集運搬の許可 許可番号 許可年月日 許可の有効年月日 事業の区分 産業廃棄物の種類

　東京都知事 1300012828 平成31年2月1日 令和6年1月31日 収集･運搬 汚泥廃油他8種類

　埼玉県知事 1101012828 令和4年4月27日 令和7年4月26日 〃 　〃　　　他９種類

　千葉県知事 1200012828 令和3年2月10日 令和8年1月4日 〃 　　〃　　　他6種類　

　茨城県知事 00801012828 平成30年1月31日 令和9年12月17日 〃 　〃　　　他3種類

　栃木県知事 00900012828 令和2年4月1日 令和7年3月31日 〃 　〃　　　他4種類

(注)

東京都：汚泥廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず，ガラス・陶磁器くず、がれき類

（７） 施設等の状況

　　　　・収集運搬車 パッカー車　4ｔ 　　　2台 トラック　2ｔ 1台

パッカー車　3ｔ 　　　7台 軽トラック　 1台

アームロール4ｔ 　　　４台

         一般廃棄物 638　ｔ

         産業廃棄物

資源品 320　t

（９） 廃棄物処理料金

　　　　処理料金につきましては種類、量等により計算いたします。

　　　　無料にてお見積もりいたします。

214　ｔ

埼玉県：汚泥廃油、燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず，金属くず、

　　　　   ガラス・コンクリートくず（がれき類を除く）　及び陶磁器くず、がれき類

千葉県：汚泥廃油、燃え殻、廃プラスチック類（自動車等破砕物を除く）、ゴムくず、金属くず（自動車等破砕物を除く）、

　　　　　ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず（自動車等破砕物を除く）、がれき類

茨城県：汚泥廃油、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず

栃木県：汚泥廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及びコンクリートくず及び陶磁器くず

（８） 処理実績　　　（2022年1月1日～2022年12月31日）



３．環境目標とその実績、環境活動計画とその実績

３－１．環境目標

　項　目
　　　　　　年　度

2019年
　　（基準年度）

2024年 2025年

　　 （実績） （目標） （目標）

二酸化炭素削減 　　kg-CO2 １０３，５０３ １００％ 100％

電力削減 総量（ｋWh） 4,183.0 〃 〃

自動車燃料削減 総量（L） 38,110.0 〃 〃

一般廃棄物削減 総量（ｋg/年） 255.0 〃 〃

節水 総量（㎥/年） 408.0 〃 〃

３－２　環境目標の達成状況、環境活動計画の内容と評価（今後の方向）

目標達成状況

二酸化炭素削減

○

実績　：99,047　kg-CO2

電力の削減

　・省エネ目標の説明 ○

　・不要照明の消灯 実績　：3,908 ｋWｈ

　・冷房27℃　暖房21℃

収集運搬車両等の燃料削減 目標　：38,110ℓ

　・アイドリングストップの推進 ○

　・急加速・急停車の防止 実績　：36,613ℓ

　・冷暖房の控え目使用

一般廃棄物の削減 目標　：255 ｋｇ

　・裏紙使用 ×　

　・ミスコピーの防止 実績　：285　ｋｇ

　・マイ箸、マイカップ、マイ水筒運動

　の推進

節水 目標　：408　㎥

　・水道水削減目標説明 〇

　・節水の呼びかけ 実績　：３９８　㎥

もう少しの努力が必要。

洗車の水使用量が増えている。

がら洗車する努力をする。

　　(2019年度100％）

　　(2019年度100％）

夏場の長い暑さによりエアコン使用量が増えた。

目標をクリアーできた。

無駄の削減や分別の徹底をした。

環境意識の定着と安全運転に心掛けたことにより

　　(2019年度100％）

　　(2019年度100％）

　　(2019年度100％）

夏場の暑さ対策として設定温度を少し上げた。

より一層の徹底を意識する。

継続した努力をしていく。

業務量を上げて燃料削減に努力する。

目標　：4,183　ｋWｈ

洗車は必要であるが上手に水の使用量を減らしな

１００％

〃

電力，自動車燃料は達成できた。

省エネ目標及び意識は定着してきた。

目標　：103,503　kg-CO2

〃

今後も意識して努力していきます。

基準年度2019年1月～12月、　取組年度2021年度～2023年度の目標

取組項目 達成状況 評価（結果と今後の方向）

※使用する二酸化炭素係数：０．525(東京電力）

2023年

（目標）

〃

〃



４．環境関連法規制等の順守状況
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。　

　　廃棄物処理法
（足立区廃棄物処理条例）

環境関連法規制等の遵守状況の定期評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。
また、過去3年間にわたって違反や訴訟もありませんでした。

５．代表者による全体の評価・見直し

法規名 該当する項目
　　一般及び産業廃棄物の収集運搬
　　一般廃棄物の排出

今後とも引き続き目標達成に向けて日頃から環境を意識して活動すること。
環境関連法規等はしっかり遵守した。又環境負荷及び活動については大体達成ができた。

・ビューティフル・ウインドウズに賛同する活動として気づいたら大小限らずゴミは拾う。
・地域社会との融和をとる為、地域活動に積極的に参加する。

・従業員教育（自己意識の向上、注意力の向上、その他）
・５Ｓ運動の充実　
・作業手順書の整備

・事故防止努力（タコメータ設置、車両をいつもきれいにしておく、その他）


